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はじめに 

 

東栄町教育委員会では、「第６次東栄町総合計画 山のめぐみをうけ ともに築く彩りの里」

の「豊かな文化と心を育むまちづくり」を施策の基本目標とし、併せて教育大綱に基づいた着

実な事業の推進に努めているところです。これらの政策目標の達成に向けて、毎年度、施策評

価を行い、翌年度以降の取組に生かすとともに、その内容を地方教育行政の組織及び運営に関

する法律による、「教育に関する事務の管理及び執行の状況」の点検及び評価等の報告書とし

て位置づけて公表します。 
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基本目標２ 豊かな文化と心を育むまちづくり 

基本施策 １ 学校教育 

第６次総合計画（後期計画 令和３～７年度） 

現状と課題 【現状】  

・小・中学校の児童・生徒数は、多少の増減はありますが、おおむね横ばいで推移

しています。  

・学習指導の充実や教職員の質の向上を図るとともに、学校、保護者、地域等と連

携した教育が望まれます。  

・保育園統合によって保育園１園、小学校１校、中学校１校となったことから、そ

れぞれの保育・教育の指針や目標に整合性を持たせて一貫した理念の下で育てる

体制が整いました。  

【課題】  

・教育施設や設備の更新をしていくための財源確保が大きな課題となっています。  

・町内には高校がなく、町外高校への就学を余儀なくされており、都会と比べ、保

護者の経済的負担が大きくなっています。 

施策がめざ

す将来の姿 

・一人ひとりの良さや可能性を伸ばす教育がされています。  

・時代を見据えた教育内容、教育方法等により多様な学習活動が実施されています。  

・保育園、小学校、中学校の連携が一層進み、とぎれのない保育・教育が行われて

います。  

・希望に応じて高等教育が受けられる環境が整っています。 

個別施策 １.一人ひとりに応じたきめ細かな教育の推進 

小規模校としての特性を生かし、一人ひとりに応じた学習指導を行い、基礎学

力の向上を図ります。 

支援が必要となる児童や生徒に対して、特別支援教育の支援員を配置するなど、

きめ細かな教育を行います。 

いじめ問題や不登校等の子どもに適切に対応するため、児童・生徒の心に寄り

添う相談体制の維持を図ります。 

 

２.知・徳・体が調和した教育の推進 

基礎学力の向上をはじめ、道徳教育、国際理解教育、環境教育、情報教育、食

育、職業体験など、各種教育に力を入れ、知・徳・体のバランスのとれた教育を

行います。 

ふるさと東栄を学び、ふるさと東栄を愛する天地人教育を推進します。 

小・中学校へＡＬＴを派遣して、英語教育の充実を図るとともに、中学生を海

外に派遣してホームスティや交流体験を行うことで、言語や文化の違いを体験し、

豊かな国際感覚の育成を図ります。 

 

３.連携教育の推進 

小中学校が各１校であるため、教育目標やカリキュラムの共通している部分を

協力して行います。また、教育の充実を図るため、保育園と小中学校における教

育分野での連携について研究していきます。 

子どもたちを取り巻く環境や学校が抱える課題が複雑化・多様化する中、学校

と地域の連携・協働が今まで以上に重要視されていることから、コミュニティ・

スクール（学校運営協議会制度）の設置を目指します。 

中高一貫教育を進めている田口高校との連携を密にしていきます。 

 

４.食育活動の推進 

旬の地元農産物を学校給食に使用したり、郷土料理を献立に取り入れたりする

ことにより、児童生徒が地域の食文化に触れる機会を作ります。 
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５.小中学校の施設・設備の充実 

教育環境を整えるため、計画的に修繕、工事、備品購入等を行い、小中学校に

おける施設や設備の充実を図ります。 

文部科学省が提唱しているＧＩＧＡスクール構想を推進するため、教育ＩＣＴ

環境を整え、その効果的な活用を図ります。令和２年度には、児童生徒に一人１

台ずつタブレットが整備されました。今後も必要な財源を確保しながら更新し、

他の地域と格差のない教育環境を維持します。 

 

６.高校への就学支援 

高校への就学を支援するため、引き続き町営バスを運営します。特に、設楽町

への乗り入れや、ＪＲ飯田線東栄駅との結節は通学に必要であることから、通学

の利便性が確保できるような時刻設定にします。 

あわせて、通学費や授業料の一部を補助します。 

 

施策評価シート（基本施策１ 学校教育） 

個別施策 令和６年度の実施(達成)状況 得られた効果と今後の課題 

１－１ 

一人ひとりに応

じたきめ細かな

教育の推進 

・小中学校の校内現職研修を中心に、教

員の指導力の向上を図った。また、教職

員が日常的に児童生徒の情報を共有す

る場を設定し、実態把握に努めた。 

 

・年２回、いじめ問題対策協議会を開催

した。 

 

 

・令和６年度より、学校勤務経験のある

会計年度任用職員を配置し、教員業務支

援、不登校対応を行った。 

 

・児童生徒の状況に応じて教員やスクー

ルカウンセラーによる相談や家庭訪問

を行い、不登校やいじめ等の早期対応や

防止を図った。 

 

・特別に支援が必要な児童生徒に対して

は特に細かく配慮して、教職員・保護者

の共通理解を基盤にした丁寧な指導を

行った。 

 

・小学校に通級学級を設置し、中学校で

も引き続き通級指導を行うことで個に

応じた学習を支援した。 

 

・小中学校に支援員を配置し、個の特性

に応じて学校生活と学習を支援した。 

 

 

・授業研究を中心とする校内研修を行い、実態把

握の力や指導力を高めた。いじめや不登校などの

問題の早期発見と解消、個に応じた対応に成果が

あった。 

 

・教育委員会だけでなく対策協議会組織の参加者

同士で小中学校におけるいじめの状況把握に努

めた。 

 

・夏休み期間などを含め、不登校児童の対応がで

きた。また、教員の業務負担軽減につながった。 

 

 

・児童生徒と個別に接することで状況を把握し、

職員全員で指導の方向性を明確に共有して対応

できた。不登校の解決、いじめの早期発見と正確

な把握が課題である。 

 

・学校生活に適応でき、力を伸ばすことができた。

義務教育終了後を見通して方針を立てて指導す

ることが今後も必要である。 

 

 

・個の実態に応じた指導を行うことで、学習への

興味を維持し、理解を深めることができた。 

 

 

・特別に支援が必要な児童生徒に個々に対応する

ことで、生徒の活動への集中を持続したり学習の

理解を深めたりすることができた。 

 

１－２ 

知・徳・体が調和

した教育の推進 

・学校教育目標に示し、小中学校の教育

活動全体を通して計画的に取り組んだ。 

 

・感染症の影響により実施できていなか

・計画を具体化し適切に指導した。全人的に子ど

もをとらえる視点を今後も重視したい。 

 

・国際理解教育の一環として、言語や文化の違い
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った海外派遣事業を５年ぶりに実施で

き、中学校３年生１３名と職員３名がカ

ナダで研修を行った。 

 

 

 

・総合的な学習の時間を工夫し、中学校

では「共生タイム」で町に関わる追究学

習に、小学校ではふるさと学習で地域に

ついての学習に取り組んだ。 

 

・ＡＬＴを配置し小中学校の英語教育の

質の向上を図った。 

 

 

・感染症や熱中症に配慮しながら体育活

動に取り組んだ。部活動は働き方改革に

より休業日を設けて実施した。 

 

・小中ともに一人 1 台のタブレットを授

業等で活用した。中学校では持ち帰りも

行っており、家庭学習や不登校の生徒等

の活用にも役立っている。 

 

を体験し、現地の人々や交流校との交歓を通し

て相互理解を図りコミュニケーション能力を

高めることができた。 

・異なった文化や風習に接することで、日本（東

栄）の文化や風習、歴史について再確認するこ

とができた。 

 

・地域の多くの団体や個人の協力が得られ、町に

ついて知ったり体験したりする活動が多様化し、

内容もいっそう充実できた。中学生は明神祭で学

習の成果を発表した。 

 

・話す力・聞く力が意識され、ネイティブの発音

に触れてコミュニケーションへの意識が高まっ

ている。 

 

・感染症対策や熱中症対策による体力への影響は

小学校中学校とも認められなかった。中学生は県

平均より高かった。体力の個人差が大きい。 

 

・家庭での扱い（故障等）については引き続き配

慮が必要。不登校の生徒については、タブレット

を用いて学校との連絡を行っており、本人とのつ

ながりにおいて大切なツールとなっている。 

１－３ 

連携教育の推進 

・令和６年度よりコミュニティ・スクー

ルを設置し、「未来を担う子どもたちを

みんなで育てる」～将来につながる人づ

くりを！を理念とした。 

 

・保育園の年長児が、段階的に小学校を

訪問・体験する場を設定した。 

 

・北設楽中高一貫教育に取り組み、サマ

ーセミナーへの参加、数学・英語の交流

授業、お仕事フェア、授業・部活動の交

流、文化祭作品展等を行った。 

 

・学校運営協議会を年５回、地域学校協働本部会

議を２回開催した。とうえい CS だよりや東栄チ

ャンネルの掲載等で町民にも周知しているが、よ

り一層の連携の強化と情報共有が必要である。 

 

・小学校での生活の具体的なイメージを描くこと

ができ、園児の意欲の向上につながった。 

 

・高校生の学校生活や各種の取り組みを知り、進

路選択の参考にできた。 

１－４ 

食育活動の推進 

・年３回の「愛知を食べる学校給食の日」

をはじめ、給食の歴史をたどるメニュー

を給食週間に出す、季節を感じる献立を

出す、地域の食材を活用するなど特色あ

る給食を工夫して提供した。 

 

・栄養職員と生徒のコミュニケーションも多く、

食に対する関心が高まり、残食もない。個に応じ

た量を考えたい。 

１－５ 

小 中 学 校 の 施

設・設備の充実 

・小中ともに一人 1 台のタブレットを授

業等で活用した。中学校では持ち帰りも

行っており、家庭学習や不登校の生徒等

の活用にも役立っている。【再掲】 

 

 

・東栄中学校５０周年記念事業の一環

で、学校施設環境改善交付金を活用し、

東栄中学校体育館床改修工事、Wi-Fi 設

・学校の授業だけでなく、東三河全体での共有事

項等幅広くタブレットの活用機会が増えている。 

今後もタブレット活用の機会は増えることが見

込まれるため、GIGA スクール構想の実現に向け

て取り組んでいく必要がある。 

 

・体育館床は安全で明るい床となり、安心して利

用できる施設となった。Wi-Fi 設置工事は、普通

教室及び特別教室でのネットワーク環境が不十
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置工事を実施した。 

 

・東栄中学校５０周年を記念して、中学

校の制服をリニューアルし、記念式典に

て披露した。 

 

・中学校の自動火災報知設備受信機の関

連部品が経年劣化により故障し、取替工

事を行った。 

 

・中学校入学者への夏用ポロシャツを例

年通り配付した。 

 

・令和 6 年度より会計年度任用職員に、

教員業務支援として学校周辺の整備を

依頼している。 

 

分であるため、アクセスポイントを取り付けた。 

 

・多様性の時代に合わせて、ブレザーの制服とし、

令和 7 年度の生徒分から町で補助することとし

た。 

 

・自動火災報知設備受信機関連部品の取替によ

り、火災に対する備えができた。関連部品の定期

的点検を引き続き行う。 

 

・高温化が進み熱中症が危惧される中、安全かつ

快適に学校生活を送る一助となった。 

 

・これまで教員が行っていた環境整備業務が軽減

され、教員の業務支援・働き方改革に大いにつな

がっている。 

１－６ 

高校への 

就学支援 

・高校への就学を支援するために、通学

費用や私立高校授業料の一部補助を継

続して行った。 

 

 

・高校生の通学の利便性を高めるよう配

慮して、町営バスを運営した。 

・通学の交通費や下宿代、授業料等就学に必要な

費用の一部を補助することによって、家庭の負担

を軽減するとともに、進路選択の幅を広げること

ができた。 

 

・通学に不便を来さないバス運営ができた。 
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基本施策 ２ 家庭・地域による連携教育 

第６次総合計画（後期計画 令和３～７年度） 

現状と課題 【現状】 

・地域の枠を超えて花祭等の地域行事に参加する子もおり、地域の貴重な担い手と

しての期待が大きくなっています。 

・スポーツや文化活動に関する習い事やサークル活動が多数あり、地域の大人から

指導を受ける機会があります。 

・地域連携教育の推進によって、「子どもは町の宝」として社会全体で支え、育てる

仕組みづくりに取り組んでいます。 

【課題】 

・子ども会の解散や家族観の多様化により、子ども達が直接的に地域との関わりを

持てる場が減り、以前に比べると世代間や異年齢の子ども達との交流が減ってい

ます。 

施策がめざ

す将来の姿 

・家庭と地域が一体となり子どもの健全育成を推進できる体制ができています。 

個別施策 １.家庭教育への支援 

働き方や家族のあり方が多様化する中でも、家庭は子どもたちが安心し心健や

かに暮らしていける場であることが望まれます。子育ての仕方や、子どもを取り

巻く社会は少しずつ変化していきます。また、子どもが成長していく段階によっ

ても、必要な保護者の関わりは変化します。保護者がゆとりをもって子育てがで

きるような情報提供や、必要に応じた相談体制等を整えます。 

 

２.子どもの居場所づくり 

町でも近年、親や祖父母の就労等により一人で遊ぶ子どもが多く見られるよう

になりました。子どもは遊びを通じて仲間関係の形成や社会性の発達などを育ん

でいくことから、子どもが自主的に遊べ、安全に過ごす場所の確保が必要です。

仲間と楽しく、安全に遊べる放課後児童クラブの活動を推進していきます。 

小学校の放課後や長期休暇等において、児童が安心して過ごせるようボランテ

ィアによる体験指導を行うなど、放課後児童クラブの内容の充実を図ります。 

あわせて、子どもと高齢者が、家族の垣根を越えてふれあい、また、子どもが

高齢者から学ぶ機会を創出することで、地域一体となった子育てと郷土を愛する

意識の醸成を図ります。 
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個別施策 令和６年度の実施(達成)状況 得られた効果と今後の課題 

２－１ 

家庭教育への支

援 

・小中学校とも家庭との連絡を日常的に

行い、必要な情報を交換した。 

 

・保護者会、学校保健委員会等の場で、

発達段階や実情に応じた家庭教育の方

向性を示した。また、必要に応じて個別

に懇談し、考えを共有した。 

 

・スクールカウンセラーを継続配置し、

保護者の相談に対応できるようにした。 

 

・不登校や配慮が必要な家庭に対して、

学校だけでなく行政（教育委員会・福祉

課・児童相談所等）でも情報共有し、対

応検討を行った。 

・メール、学校ブログ、とうえいチャンネルの活

用など、方法を工夫して情報提供ができた。 

 

・現状の課題について情報発信ができた。また、

個々の課題に対して共に考え、解決の方法を支援

できた。どの保護者とも信頼関係をいっそう深め

たい。 

 

・専門家を配置し必要に応じて相談を受けること

ができた。より活用しやすくしたい。 

 

・課題や案件に応じて相談相手が変わるため、個

人情報や役割分担に留意しながら進めていく必要

がある。 

２－２ 

子どもの居場所

づくり 

・令和６年度よりコミュニティ・スクー

ルを設置し、「未来を担う子どもたちを

みんなで育てる」～将来につながる人づ

くりを～を理念とした。 

 

・地域見守り隊活動を依頼し、登下校の

安全を図った。 

 

・小中学校ともに総合的な学習の時間を

中心に、地域を理解し地域を愛する心を

育む学習を計画的に実施した。 

 

 

・生涯学習講座にワークショップの場を

設けた。 

 

・学校運営協議会を年５回、地域学校協働本部会

議を２回開催した。とうえい CS だよりや東栄チ

ャンネルの掲載等で町民にも周知しているが、よ

り一層の連携の強化と情報共有が必要である。 

 

・安全を保障するとともに、地域の方と触れ合う

機会となった。 

 

・町に関する学習活動の機会が増え、より多くの

人と交流できた。地域の一員としての自覚をいっ

そう高めたい。 

 

 

・関心のある活動を経験することができ、多様な

活動に触れる場が増えた。 
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基本施策 ３ 生涯学習・生涯スポーツ 

第６次総合計画（後期計画 令和３～７年度） 

現状と課題 【現状】 

・体育協会に加盟しているスポーツ団体の登録者数は減少傾向にありますが、スポ

ーツ活動は各団体ともに活発に行われています。 

【課題】 

・生涯学習では、生涯を通じて学び成長する機会に対するニーズは多様化していま

すが、講師の確保が困難であるため、住民ニーズに対して十分な講座の開講がで

きていません。 

・総合社会教育文化施設では、利用者数の減少と共に収益も減少しています。ハー

ド面では、各施設の老朽化が目立っており、花祭会館の耐震性も課題となってい

ます。 

施策がめざ

す将来の姿 

・町民が生涯を通して自主的に学習できる機会が充実しています。 

・町民がスポーツを通じて、体力や健康の維持に取り組んでいます。 

個別施策 １.生涯学習の充実 

多様な学習ニーズに対応するため、民間の人材やノウハウの活用を図るととも

に、地元の学校や東三河管内の生涯学習実施機関との連携などにより、各種講座

の充実を図ります。 

中学生を対象とした公営塾を放課後や休日に開設し、学力の底上げを行います。 

 

２.スポーツ活動の充実 

子どもから高齢者まで誰もが楽しむことができ、積極的に取り組むことができ

るスポーツ活動の充実に努めるとともに、各種スポーツ団体の活動を支援します。 

あわせて、小中学校における体育指導会及び部活動のあり方が変化する中、今

後は地域におけるスポーツ活動の重要度がさらに増すことが見込まれます。コミ

ュニティ・スクールとも連携し、団体における人材確保に取り組みます。 

 

３.総合社会教育文化施設の充実と利用促進 

生涯学習や生涯スポーツに引き続き取り組めるよう、社会教育施設、社会体育

施設のうち、改修・修繕等が必要な施設については、改修計画を策定し、緊急度

に応じて改修・修繕等を行います。 

東栄グリーンハウスや森林体験交流センター等については、町内外の人が利用

している施設です。引き続き多くの人に活用してもらえるよう、利用促進を図り

ます。 
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個別施策 令和６年度の実施(達成)状況 得られた効果と今後の課題 

３－１ 

生涯学習の充実 

・11 の生涯学習講座を開設して、延べ

60 回を運営した。１回のみの講座は２

講座実施した。  

 

 

・令和６年 12 月現在、生涯学習講座の

講師として延べ 37 名のボランティア指

導者が活躍している。 

 

・作品展示会や芸能まつりを開催し、文

化活動の発表の場を設けた。 

 

・参加者の関心に講師が積極的に応えていただき、

充実した生涯学習講座が実施できた。１回終了の

講座にも関心がある受講生が多かったため、数回

できる対応が必要である。 

 

・指導者の高齢化への対応と新規生涯学習開設と

して、新たな人材発掘が引き続き必要である。 

 

 

・作品展示会に 36 団体の出展、芸能まつりに 12 

団体の出演があり、今後も楽しみであるという声

が多かった。 

 

３－２ 

スポーツ活動の

充実 

・Ｂ＆Ｇ事業として、水辺の安全教室、

カヌー教室、ごみ清掃、リーダー研修、

キッズ・マリンフェスティバルを行っ

た。 

 

・希望に応じて、できるだけ多様な生涯

スポーツ講座を開設するとともに、団体

の活動を支援した。 

 

・社会体育事業として、名古屋グランパ

スサッカー教室、ドラゴンズ選手による

野球教室、三遠ネオフェニックス選手に

よるバスケット教室を開催した。 

 

・Ｂ＆Ｇ事業として活動を継続的に推進し、水辺

に親しみ安全に対する意識向上や地域指導者会と

連携協力し組織の充実を図ることができた。 

 

 

・各種スポーツ愛好者に活動の場を提供できた。

高齢化や参加者減への対応が課題である。 

 

 

・子どもたちの技能や意欲を高めることができた。

今後も多様な種目を経験できるような工夫をした

い。 

３－３ 

総合社会教育文

化施設の充実と

利用促進 

・Ｂ＆Ｇ体育館、弓道場が例年並みに利

用できた。 

 

・総合文化施設の管理運営については、

シルバー人材センターを指定管理者と

して適正に管理を行った。 

 

 

・利用者は固定利用客のため、今後野球場やテニ

ス場の利用方法等の対応が課題である。 

 

・計画的な運営と施設整備を行った。施設の老朽

化もあり、引き続き施設の充実を図っていきたい。 
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基本施策 ４ 文化の保存と継承 

第６次総合計画（後期計画 令和３～７年度） 

現状と課題 【現状】 

・町の文化を保存・継承していくため、民具や古文書などの有形文化財の保管や保

全によって散逸防止を図っています。 

・花祭の保存伝承のため、花祭会館の展示内容や展示方法の見直しを行うとともに、

映像等をデジタル化しています。 

【課題】 

・人口の減少により、地域活動の担い手が減る中、花祭やシカウチ行事といった民

俗芸能の保存・伝承を担う後継者が不足しています。 

施策がめざ

す将来の姿 

・花祭やシカウチ行事などの伝統文化が伝承されています。 

・文化財等を通じ、町民が町の歴史を知り、故郷の価値を実感できています。 

個別施策 １.伝統文化の継承 

各地域に伝わるお祭りや伝統芸能は、地域の保存会等によって継承されていま

す。人口減少により地域での担い手確保が困難となる中、地域が望む形で継承で

きるようにしていく必要があります。そのため、伝統文化の継承につながるよう、

各保存団体が抱える課題の共有や解決のための工夫などについて、お互いに意見

交換ができる環境を整えます。 

 

２.文化財の保存・継承環境づくり 

町民に地域の歴史や文化に対する認識を促し、愛護意識を高めるため、町内に

存在する文化財のＰＲを強化するとともに、文化財を活用した学習講座の開催な

ど、貴重な文化遺産の周知に努めます。また、文化財を保存・展示する環境整備

を図ります。 
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個別施策 令和６年度の実施(達成)状況 得られた効果と今後の課題 

４－１ 

伝統文化の継承 

・将来への継承の方策等を共有するた

め、花祭保存会長情報交換会を開催し

た。 

 

・県の補助金を有効活用し２つの無形民

俗文化財に対する補助事業を実施した。

月花祭保存会は「衣装更新、太鼓の修繕、

笛の新調」中在家花祭保存会は「太鼓の

修繕、草鞋と扇の新調」を行った。 

 

 

・花祭の実施内容、子供たちの舞習い方法等につい

て各保存会長よりそれぞれの意見を出してもらう

ことで情報共有ができた。 

 

・２花祭保存会で道具の修繕や新調などをしたこと

で、花祭の保存や継承を図ることができた。 

 

 

 

４－２ 

文化財の保存・ 

継承環境づくり 

・国県指定の無形民俗文化財と、県町指

定無形民俗文化財の保存団体に補助金

を交付した。 

 

 

・町指定文化財所有者更新事業として、

所有者が変更されていない文化財につ

いて所在の確認調査を実施した。 

 

 

 

・花祭開催と保存のために必要な経費や道具等の整

備に使われている。10 地区が様々な工夫をし、次代

の子どもたちへの継承が途切れないように開催す

ることができた。 

 

・代替わりで関係者と連絡先が取れないことや、所

在の確認も進んでいない状況で今後も文化財審議

会委員の協力のもと行っていく。 

 

 

 

 

 



- 14 - 

 

基本施策 ５ 多様な学びの場 

第６次総合計画（後期計画 令和３～７年度） 

現状と課題 【現状】 

・性別や年齢、国籍に関係なく誰もが互いに人権を尊重し、その個性と能力を十分

に発揮できる社会が求められます。 

・次世代を担う子どもたちの国際理解を深めるため、中学生の海外派遣を行ってい

ます。 

【課題】 

・本町で暮らす外国人は、今後は増加することが予想されるとともに、本町を訪れ

る外国人が増加することも期待され、より外国の方が暮らしやすく、また訪れや

すい環境づくりが望まれます。さらに、引き続き、中学生の海外派遣を行い、こ

れらを通じて国際交流や国際理解を推進する多文化共生の社会づくりを目指して

いく必要があります。 

施策がめざ

す将来の姿 

・差別や偏見がなく、誰もが暮らしやすい地域社会が形成されています。 

・国際交流などを通じ、暮らしの多様性への理解が深まっています。 

個別施策 １.人権尊重の推進 

人権に関する広報活動や人権学習等を通じて差別等の無い地域社会づくりに向

け、人権擁護委員による相談等を実施します。 

 

２.国際交流を通じた多様性への理解 

町民の国際理解を深めるため、国際理解教育の充実や異文化の体験、外国人と

ふれあう機会などによって、国際感覚を身につけた人材を育成します。 

あわせて、文化や暮らしの多様性についての理解を深めます。 

 

 

 

 

 

個別施策 令和６年度の実施(達成)状況 得られた効果と今後の課題 

５－１ 

人権尊重の推進 

・小中学校とも人権学習を実施した。日

常的に児童生徒観察と教職員間の情報

共有を行い、いじめを見つけて対応する

とともに、人権週間の重点的指導など各

種の学習を年間指導計画に位置付けて、

人権意識の高揚に努めた。 

 

・いじめにつながる児童生徒の行動の早期発見と指

導ができており、他者への思いやり、差別を許さな

い意識、命を大切にする心を育てることができた。

それぞれの子どもの状況を把握し、組織的に個に応

じた対応ができた。 

５－２ 

国際交流を通じ

た多様性への理

解 

・中学生海外派遣事業を計画し、令和 6

年 5 月 23 日から 28 日までの６日間、5

年ぶりに実施することができた。 

 

 

 

 

・東栄中学校 3 年生 13 名、教師 3 名が

カナダへ行き、ＲＣＡ校との交流を深め

た。 

 

・国際理解教育の一環として、言語や文化の違いを

体験し、現地の人々や交流校との交歓を通して相互

理解を図りコミュニケーション能力を高めることが

できた。 

 

・異なった文化や風習に接することで、日本（東栄）

の文化や風習、歴史について再確認をし、将来の地

域を担う人材の育成を行うことができた。 

・英語力の向上につながった。 


